
中  止

お知らせ お知らせ
『
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
』

に
よ
り
廃
棄
物
の
屋
外
焼
却(

野
焼
き)

は
禁

止
で
す
！

▼
禁
止
行
為
／

・ご
み
を
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
て
燃
や
す

・穴
を
掘
っ
て
燃
や
す

・ブ
ロ
ッ
ク
積
み
の
炉
、家
庭
用
の
焼
却
炉

や
ド
ラ
ム
缶
、一
斗
缶
な
ど
で
燃
や
す

※

違
反
す
る
と
5
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
1

千
万
円
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
そ
の
併
科
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。家
庭
ご
み
は
市
の
ご
み
収

集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
法
律
で
例
外
と
さ
れ
て
い
る
焼
却
の
例
】

・
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事
を
行

う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

（
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
地
域
行
事
に
お
け
る

焼
却
な
ど
）

・農
業
、林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む
た
め
に

や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄

物
な
ど
の
焼
却

（
害
虫
駆
除
の
た
め
の
稲
わ
ら
焼
却
な
ど
）

※

廃
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の
焼
却
は
不
可

・
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通

常
行
わ
れ
る
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

（
た
き
火
、キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
で
の
木
く

ず
の
焼
却
な
ど
）

※

軽
微
な
も
の
と
は
、煙
や
臭
い
な
ど
が
近

所
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
少
量
で
周
辺
地
域
の

生
活
環
境
に〝
著
し
い
影
響
〞を
与
え
な
い

焼
却

【
快
適
な
生
活
環
境
の
維
持
確
保
の
お
願
い
】

　
焼
却
の
例
外
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、風
向
き
や
燃
や
さ
れ
る
量
、時

間
帯
な
ど
に
よ
り
近
隣
住
民
か
ら「
煙
が
く

さ
い
」「
洗
濯
物
に
臭
い
が
つ
く
」な
ど
の
連

絡
が
あ
り
ま
す
と
、軽
微
な
も
の
と
は
み
な

さ
れ
ず
、行
政
指
導
の
対
象
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、周
辺
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、火
災
の

原
因
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
例
外
行
為
で
あ
っ
て
も
焼
却
を
さ
れ
る
方

の
都
合
だ
け
で
は
な
く
周
辺
地
域
の
生
活
環

境
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
を
減
ら
す

た
め
、市
内
全
域
で
鳥
獣
駆
除
を
実
施
し
ま

す
。

　
駆
除
は
、猟
友
会
の
有
資
格
者
が
銃
器(
散

弾
銃
・
空
気
銃)

を
使
用
し
て
行
い
ま
す
。細

心
の
注
意
を
払
い
安
全
確
保
に
努
め
ま
す
の

で
、ご
理
解
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
日
時
／
10
月
5
日（
火
）・
12
日（
火
）・

19
日（
火
）・
26
日（
火
）　
午
前
9
時
〜
午
後

5
時

▼
実
施
場
所
／
市
内
全
域

　
総
務
省
統
計
局（
愛
知
県
）で
は
、
10
月
20

日
現
在
で
社
会
生
活
基
本
調
査
を
実
施
し
ま

す
。

　
こ
の
調
査
は
、私
た
ち
が
１
日
の
う
ち
ど

の
く
ら
い
の
時
間
を
仕
事
、家
事
、地
域
で
の

活
動
な
ど
に
費
や
し
て
い
る
か
や
、過
去
１

年
間
の
自
由
時
間
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を

行
っ
た
か
に
つ
い
て
調
査
し
、そ
の
結
果
は
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
、少
子

高
齢
化
対
策
、男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

な
ど
の
施
策
に
必
要
な
基
礎
資
料
と
な
り
ま

す
。

　
調
査
対
象
は
、無
作
為
に
選
ば
れ
た
全
国

の
約
９
万
１
千
世
帯（
そ
の
う
ち
愛
知
県
は

約
３
千
3
0
0
世
帯
）で
、10
歳
以
上
の
世
帯

員
の
皆
様
で
す
。

　
調
査
を
お
願
い
す
る
世
帯
に
は
、
10
月
上

旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、知
事
が
任
命
し
た

調
査
員
が
伺
い
、調
査
書
類
を
お
配
り
し
ま

す
。皆
様
に
、よ
り
便
利
に
回
答
い
た
だ
く
た

め
、紙
の
調
査
票
で
の
回
答
の
ほ
か
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、ご

回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

農
業
経
営
収
入
保
険
は
、青
色
申
告
農
業

者
の
農
業
収
入
を
保
障
す
る
保
険
で
す
。生

産
品
目
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。様
々
な
不

測
の
事
態
に
よ
る
収
入
の
減
少
に
対
応
し
て

い
ま
す
。申
込
受
付
は
年
内
で
、翌
年
1
月

か
ら
適
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、愛
知
県
農
業
共
済
組
合
海
部

津
島
出
張
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
お
悩
み
を
抱
え
て

い
ま
せ
ん
か
？
精
神
科
医
師
と
専
門
の
相
談

員
が
お
話
を
伺
い
ま
す
。

▼
日
時
／
9
月
30
日（
木
）

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

▼
場
所
／
津
島
保
健
所

▼
対
象
／
ア
ル
コ
ー
ル
が
原
因
の
健
康
問
題

に
お
悩
み
の
ご
本
人
も
し
く
は
ご
家
族
　

▼
申
し
込
み
／
9
月
27
日（
月
）ま
で
に
問

い
合
わ
せ
先
へ（
予
約
制・定
員
2
組
）

▼
日
時
／
10
月
2
日（
土
） 

午
前
10
時
〜
正
午
、午
後
1
時
〜
3
時

▼
場
所
／
津
島
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

第
5・
第
6
会
議
室

▼
内
容
／
土
地
建
物
の
相
続
・
売
買
・
贈
与

な
ど
の
登
記
に
関
す
る
こ
と
、会
社
や
法
人

の
設
立
や
増
資
な
ど
の
登
記
に
関
す
る
こ

と
、訴
訟
書
類
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
、多

重
債
務
な
ど
の
法
律
相
談
な
ど

▼
そ
の
他
／
要
予
約（
当
日
受
付
あ
り
）

▼
日
時
／
10
月
2
日（
土
）

 

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

▼
場
所
／
津
島
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

第
３
・
第
４
会
議
室

▼
内
容
／
土
地
や
建
物
の
表
題
登
記
、土
地

の
境
界
問
題
の
相
談

▼
そ
の
他
／
要
予
約

▼
日
時
／
11
月
8
日（
月
）〜
12
日（
金
）

午
前
9
時
〜
午
後
7
時(

正
午
か
ら
午
後
1

時
を
除
く)

▼
内
容
／
電
話
に
よ
る
相
続
登
記
、境
界
、遺

言
書（
９
日（
火
）の
み
）に
関
す
る
手
続
案
内

（
完
全
予
約
制
）

※

予
約
は
10
月
1
日（
金
）〜
11
月
2
日（
火
）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分（
正
午
か

ら
午
後
１
時
を
除
く
）

皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、医
師
不
在
の
た
め
臨

時
休
診
い
た
し
ま
す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
休
診
日
／
9
月
14
日（
火
）・28
日（
火
）

▼
場
所
／
国
民
健
康
保
険
八
開
診
療
所

　
　
　 （
愛
西
市
江
西
町
宮
西
43
番
地
）

資
料
の
整
理
、確
認
作
業
を
行
い
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
休
館
期
間
／

中
央
図
書
館 

10
月
12
日（
火
）〜
22
日（
金
）

佐
織
図
書
館 

10
月
5
日（
火
）〜
10
日（
日
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
、参
加
者
お
よ
び
関
係
者
の
皆

様
の
健
康
と
安
全
を
考
慮
し
、次
の
イ
ベ
ン

ト・催
し
を
中
止
し
ま
す
。
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